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1.メタバース×旅行
　1.1　新型コロナウイルス
　新型コロナウイルスの感染拡大の影響を免れた産業はないとされているが、旅行業界は特に大きな打撃を受けて
いる。新型コロナウイルスの発生前、世界の旅行業は何十年もの間、ほぼ途切れることなく成長を遂げており、
2003 年の SARS の流行や、2009 年の世界的な金融危機のときでさえも、その影響は軽微であった（2）。
　しかし、国連世界観光機関（UNWTO）の調べによると、世界の旅行業は、2020 年と比較して 2021 年はわずか
4％増加したにすぎず、2019 年の実績を 72％も下回ったままであると報告されており（3）、これは新型コロナウイル
スの感染拡大前と比較して、国際線利用者が 10 億人以上減少していることを示しており、1980 年代後半と変わり
ない状態である。
　そこで、多くの企業が Zoom などのオンラインコミュニケーション・ツールを活用してテレワークを実現したよ

要　約
　新型コロナウイルスの感染拡大は、人々に外出自粛を促し、企業にテレワークを導入せざるを得なくさせ
た。現在では、クラウド型のビデオチャットサービスであるZoomなどが一般的に利用されるようになり、
自宅にいながらにしてこれまでと変わりないコミュニケーションをオンラインを通じて行うことがニューノー
マル（新しい日常）となってきている。
　このような状況のなか、注目度が高まっているものが、仮想空間でアバターによる活動を行う「メタバー
ス」である。概念としては歴史があり、かつてセカンドライフ（1）がさきがけとしてブームにもなったメタバー
スであるが、近年の技術的進化を背景に、いよいよビジネス分野における本格導入が進んでいる。
　そこで、令和4年度著作権員会第2部会では、「メタバース」について、比較的様々な人々が身近に感じる
であろうコンテンツである「旅行」をキーワードとして、具体的な活用例について調査し、著作権法上の課題
を考察することとした。
　なお本稿は、令和5年2月時点での検討結果に基づいている。
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うに、旅行業界もまたデジタルツールを活用したニューノーマルな旅行の事業化を検討しはじめている。

　1.2　バーチャルツーリズム
　バーチャルツーリズム（Virtual Tourism、Virtual Reality Tourism）とは、文字通りバーチャルなツーリズム

（仮想的な観光）のことで、VR（Virtual Reality：仮想現実）や AR（Augmented Reality：拡張現実）などの
ICT 技術を活用して実在する観光地へ仮想的に到達し、関係者との相互作用を通して観光体験が得られる形態の
観光といわれている（4）。
　ツールとしては、Zoom などのオンラインコミュニケーション・ツールが多く活用されており、手持ちのパソコ
ン、タブレット、スマホなどを使って自宅から簡単にアクセスできる。物理的な移動を伴わず、自宅から気軽に参
加できることから、新型コロナウイルスの感染拡大にともないバーチャルツーリズムは突如として注目を集めるこ
とになった。
　新型コロナウイルスが世界を席巻した 2020 年 4 月には、早くも Airbnb や HIS などからオンラインツアーの提
供が始まっている。例えば、HIS のアメリカ法人が無料で提供したオンラインツアーでは、同年 5 月末までに約
6000 人もの利用があり（5）、2020 年以降は有料でのオンラインツアーが提供されるようになり、2021 年 10 月末ま
でにはのべ 15 万人もの人々に利用されている（6）。
　オンラインツアーの最大の特徴は、観光客（ユーザー）、添乗員（旅行代理店）、観光ガイド（現地スタッフ）が
オンライン上でつながり、同時双方向のコミュニケーションを可能としている点である。現地の観光ガイドが実際
に観光地を歩いて説明して観光客（ユーザー）からの質問やリクエストを受け付けて随時回答・対応できるように
しているほか、ツアーによっては現地の特産品を観光ガイドの目線を通じて確認しながらお土産を購入するなど、
同時双方向のコミュニケーションで得られる相互作用による観光体験ができるような工夫が施されている（7）。
　旅行の本質を「移動」と捉えた場合、オンラインツアーは旅行とは言えないかもしれない。しかし、コミュニ
ケーションで得られる相互作用による観光体験も旅行の要素とした場合、オンラインツアーにおいても一定の観光
体験が成り立ちうるということもできよう。

　1.3　メタバース空間における旅行
　画面越しのウェブ会議は、視覚的および聴覚的な合図が失われることが多いため、参加者間の対話が困難になる
場面も少なくなく、コミュニケーションの深化が難しい。オンラインツアーにおけるコミュニケーションも同様
で、その課題を解決する秘策として注目を集めているのがメタバースである。
　メタバースとは、「超（メタ／ Meta）」と「宇宙ないし世界（ユニバース／ Universe）」を合わせた造語で、そ
の定義について確定的なものは存在しないものの（8）、たとえば、インターネット上に作られた参加型の仮想空間

（バーチャル空間）として、①三次元のシミュレーション空間（環境）を持ち、②自己投射性のためのオブジェク
ト（アバター）が存在し、③複数のアバターが、同一の三次元空間を共有することができ、④空間内に、オブジェ
クト（アイテム）を創造できること、の 4 つの条件を満たすものと定義されていたりする（9）。
　メタバースへのアクセスは、手持ちのパソコン、タブレット、スマホなどでも可能だが、バーチャルリアリティ
ヘッドセットなどの専用機器を装着することで、実際にそこにいるかのように観光名所を探索することができ、ま
た後述するスマートデバイス（車や UAM（アーバン・エア・モビリティ）など）を介して、現地の気温、匂いな
どのオンラインツアーでは味わえない臨場感を味わうことでき、そしてアバターとして登場する人々との交流によ
り魅力的な旅行体験を得ることができる。

2.活用例
　前述のように、旅行業界では、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、現在メタバースへの取り組みが本
格化している。メタバース空間には広大な土地が広がっており、旅行・観光においては、とても相性が良いとされ
ている。



旅行業界におけるメタバースの活用についての調査・研究

パテント 2024 － 6 － Vol. 77　No. 2

　そこで、旅行業界においてメタバースがどのような方法で活用されているのか、実際の活用例を紹介する。

　2.1　バーチャルトラベルプラットフォーム「SKY WHALE」
　バーチャルトラベルプラットフォーム「SKY WHALE」は、ANA ホールディングス株式会社と、JP GAMES
株式会社の合弁会社である ANA NEO 株式会社が開発するバーチャルトラベルプラットフォームである（10）。
　SKY WHALE は「Sky パーク」、「Sky モール」、「Sky ビレッジ」の 3 つのサービスから成り、旅のテーマパー
クである「Sky パーク」では、3DCG で表現された世界の都市や風景でこれまでにない旅行体験を提供し、実際の
旅行商品を予約するきっかけになることが期待されており、トリップアドバイザー等のパートナーと提携し、現実
世界での旅行需要を高めることを目論んでいる。
　「Sky モール」では、空港でのショッピングやエンターテイメントエリアに着想を得た仮想ショッピングスペー
スで、バーチャルショッピングに加えて、現実世界の職人の工芸品やアイテムを世界中で利用できるようにするこ
とで、地域の文化や地元の製品を促進し、「Sky ビレッジ」では、未来の街として、メタバース空間で医療、教育、
行政サービスを提供し、仮想スマートシティのモデルとしている（11）。
　ANA は SKY WHALE のコンセプトを「時空を超える旅客機」であるとして、国内外の政府観光局および関連
団体と連携して、時間や場所を問わず、現実世界とつながる新しい体験、そして次世代の「乗り物」（12）を世界中の
ユーザーに提供するとしている。

　2.2　Hyundai「Metamobility」
　韓国の自動車メーカーである Hyundai は「Expanding Human Reach（人間の到達点の拡大）」というテーマを
掲げ、このテーマに「Mobility」をつなげて、「制限なき移動の自由」という意味で「Metamobility」というコン
セプトを提唱している。同社 CEO のチョン・ウィソン氏は、このコンセプトについて、「人間の移動をロボティ
クスとメタバースプラットフォームを使い、リアルワールドとつなげながら無限に広げていくこと」と説明している。
　同社では、車や UAM（アーバン・エア・モビリティ）といったスマートデバイスを使ってメタバースプラット
フォームにアクセスし、そこに AI、自動運転、ロボティクスなどの技術を用いてリアルワールドとバーチャル
ワールドの垣根をなくし、ユーザーが基本的に 2 つの世界（リアルワールドとバーチャルワールド）に「いる」こ
とができる未来を描いている（13）。
　たとえば、在宅勤務を行う者が、自身に代わって自分の分身であるロボットを物理的にオフィスに出勤させる。
ロボットは、メタバース内の自身のアバターと同期していることから、在宅勤務者はアバターを操作することによ
り、ロボットに設置されたカメラやマイクを通して、同僚との会話を実感覚として感じることができ、実際にオ
フィスにいるかのように自宅で仕事を行うことができる。
　逆に、出張で家を離れているようなときには、メタバースにアクセスし、自宅のロボットを介して愛犬に餌を
やったり撫でたりすることが可能となる。
　さらには、メタバースとロボットの助けを借りることで、火星を訪れることもできるようになるという。車がメ
タバースへのアクセスプラットフォームとなり、火星に設置したロボットから送信される画像でメタバース内にリ
アルタイムの火星を再現し、かつロボットが収集した気象データから火星で起こっている気象の変化を、車の空調
設備で再現することで、物理的に体験することができるようになるという（14）。
　Hyundai は、バーチャルリアリティヘッドセットによる VR によって、あたかも自分自身がそこにいるような没
入体験をすることからさらに一歩進んで、ロボットが人間の身体機能や身体感覚の拡張や延長を行うようになると
している。そして、車や UAM（アーバン・エア・モビリティ）といったスマートデバイスがメタバース空間との
媒介となり、旅行先、コンサート会場、または会議室に代わる可能性があると予測している。車の中心機能である

「移動する」こととは、「物理的に移動する」だけでなく、「情報が移動する」という要素があらたに加わろうとし
ている（15）。
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3.検討
　メタバースの定義について確定的なものは存在しないものの（16）、仮想空間において現実世界に類似した経済活
動が行われることがメタバースの一側面であることから、そこで適用されるべき法規制が検討され始めている。そ
こで、部会では、「旅行」をキーワードにサービス提供者の観点から、メタバース空間自体の著作物性と、メタ
バース空間に存在する物の著作物性とについて、つぎのとおり検討した。

　3.1　メタバース空間自体の著作物性について（サービス提供者の観点から検討）
　（1）　実在の観光地（リアル）の景観を忠実に再現した場合
1）　実在の観光地（リアル）の景観を忠実に再現した景観について
　あらかじめ、メタバース空間にリアルな景観を複写した景観を構築し、アバターを操作して観光することができ
る。この場合、景観はリアルであるが、リアルタイムの景観ではない。
　上述したリアルタイムのバーチャルツーリズムと同様に、リアルタイムの景観を観光することも可能であると考
えられる。たとえば、アバターが特定位置に位置したときに、特定位置から見た景観をリアルタイムで撮影等して
メタバース空間に取り込み、リアルタイムの景観を観光できるようにすることもできる。

2）　現実景観のすべてを忠実に再現する困難性に起因する著作物性
　実在の観光地の景観をそのまま忠実に再現した場合は、著作物性はないと考えられる。
　しかしながら、観光対象となる景観すべてをメタバース空間に取り込むのが困難な場合がある。例えば、建物の
内部空間（古城の内部空間等）のすべての領域を、従来の観光と同様にアバターが自由に徘徊できるメタバース空
間としてそのまま構築するのは、データ処理、通信速度等から、現時点では困難な場合がある。このため、観光ス
ポットの選択、アバターの視点、気候条件による景観の相違等、現実の空間が同一でも、製作者によってメタバー
ス空間の構成に相違が生じる。
　また、観光に適する時刻や季節の空間をつなぎ合わせて、ベストな景観を再構成する場合も考えられる。
　したがって、現実景観を忠実に再現した場合でも、メタバース空間自体に写真の著作物や映画の著作物と同様な
著作物性が生じる可能性がある。

3）　現実の景観を構成する物に著作物性が認められる場合
　最近の建築物の外観や内装、庭園等については、著作物性が認められる可能性がある。これらをそのままメタ
バース空間の景観とする場合は、これら著作物に関連する著作物性が生じる場合があると思われる。

4） 　観光を行う者の立ち入りが禁止され、あるいは制限された領域の景観をメタバース空間に取り込んだ場合の
著作物性

　だれもが自由に観光できる景観をそのままメタバース空間に取り込んだ場合については、著作物性が認められな
いことが多いと思われる。
　しかしながら、例えば、観光できない寺院の内部空間の景観をメタバース空間に取り入れた場合、製作者の著作
権が生じる場合もあると考えられる。また、実空間が管理され、立ち入りに特別な許可を必要とする空間の場合、
著作権者（メタバース空間の製作者）以外の管理者や所有者の権利について検討する必要もある。

　（2）　架空の都市を創作した場合（アニメ的な再現）
　上述のように実在の観光地（リアル）の景観を忠実に再現したメタバースもあれば、架空の世界を表現したメタ
バースもあり得る。実空間から離れ、異世界転生をしたかのようにメタバース空間を旅行し、そこで提供される体
験を楽しむことは、メタバースの魅力の一つといえよう。
　架空の世界を表現したメタバースは、コンピューターが生成する三次元環境の中に、ユーザーがリアルタイムに
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インタラクションすることができる建物、アイテムその他のあらゆる物をサービス提供者が創造することで創作し
ていると考えられるので、メタバース空間自体に著作物性が認められる可能性がある。
　また、小説や漫画で表現された架空の都市を創作した場合には、そのメタバース空間から、その小説や漫画と
いった既存の著作物の表現上の本質的特徴を感得できるときには、それらの二次的著作物となろう。しかし、何が

「表現上の本質的な特徴」であるかは、著作物の種類、内容等によって異なるため、ケースバイケースの判断が必
要となる。

　（3）　実在の観光地をモチーフにアニメ的表現を組み合わせて再現した場合
　実在の観光地をすべてアニメ化してメタバース空間を生成した場合と、実在の観光地を動画撮影したものとアニ
メ化したものとを組み合わせてメタバース空間を生成した場合とがある。

1）　実在の観光地をすべてアニメ化してメタバース空間を生成した場合
　アニメーターなどが実空間に出て、実在の観光地をすべてアニメ化してメタバース空間を生成したとしても、実
在の観光地のすべてを完全に忠実に再現することはできない。実在の観光地にある建築物、風景などの形状、色な
どの描写はアニメーターなどによる工夫、取捨選択などがある。このようにしてアニメ化されたメタバース空間は
創作的な表現と判断されるであろうから著作物（17）となることが多い（18）。但し、あまりにも単純な場所で、誰がア
ニメ化したとしても同一の表現としかならないような場合には、創作的な表現が入り込む余地がないであろうから
著作物となり得ないであろう。
　第三者が実空間に出て、実在の観光地を撮影して得られた動画、静止画をもとに実在の観光地をすべてアニメ化
してメタバース空間を生成した場合も、その動画、静止画によって表される観光地をすべて忠実に再現してアニメ
化することはできない。この場合もアニメ化されたメタバース空間は著作物となることが多い。但し、実在の観光
地を撮影して得られた動画、静止画が著作物（19）と判断されると、アニメ化されたメタバース空間は、その動画、
静止画の著作物の翻案に該当し、その動画、静止画の二次的著作物（20）となる。

2）　実在の観光地を撮影したものとアニメ化したものとを融合してメタバース空間を生成した場合
　実在の観光地を撮影したもの単独でメタバース空間を生成した場合、実在の観光地を撮影したものをアニメ化し
たもの単独でメタバース空間を生成した場合は、それぞれ上述の通りである。また、これらのものを、ある観光地
では実空間を撮影したもの、ある観光地ではアニメ化したものというように場所によって切り替えるように組み合
わせてメタバース空間を生成するものについては次に述べる。ここでは、実在の観光地を撮影したものとアニメ化
したものとを融合してメタバース空間を生成した場合について述べる。
　表示されているメタバース空間において、ある一部分は実空間を撮影したもの、別の部分はアニメ化されたもの
から構成されることが考えられる。たとえば、海岸の風景を表すメタバース空間において、海の部分は実際の海を
撮影したものを用い、他の部分はアニメ化したものを用いる場合などである。このように実写の部分とアニメ化の
部分とを融合させてメタバース空間を生成した場合には、どの部分を実写の部分とするか、どの部分をアニメ化す
るかというところに創作性があると考えられるので、そのメタバース空間は著作物であると考えられる。

　（4）　メタバース空間の組み合わせによる著作物性
　実在の観光地の忠実な再現によるメタバース空間、架空の観光地の創作によるメタバース空間、実在の観光地を
モチーフにしアニメ的表現を組み合わせて再現したメタバース空間のいずれにおいても、ある場所から別の場所に
移動するときに別のメタバース空間に移動する必要がある（21）。このような移動を実現できるメタバース空間にお
いてはメタバース空間の組み合わせによって著作物性が生じるかどうか考慮する必要がある。メタバース空間とい
う素材の組み合わせ、すなわち配列によって創作性を生じるのであれば、そのような組み合わせのあるメタバース
空間は編集著作物（22）であるということができるのではないだろうか（23）。



旅行業界におけるメタバースの活用についての調査・研究

Vol. 77　No. 2 － 9 － パテント 2024

　3.2　メタバース空間に存在する物の著作物性について
　（1）　実在の観光地（リアル）の景観を忠実に再現した場合
1）　実在の景観中に存在する実在の物
　実在の景観中に存在する実在の物をそのままメタバース空間内に構築した場合、実在の物に著作物性があるかど
うかによって、著作物性を判断できる。
　たとえば、看板、ポスター、記念碑等に表示された文章等は言語の著作物性があり、オブジェ、モニュメント、
絵画等は美術の著作物性があり、住宅、ビル等は建築の著作物性があると思われる。
　ただし、現行法（2020 年 10 月 1 日から施行された著作権法第 30 条の 2）に規定されているように、写り込みに
係る権利制限規定の対象範囲の拡大が図られており、メタバース上にリアルな景観として表示される場合には、著
作権侵害とならない場合が多いと考えられる。もっとも、著作権法第 46 条に規定されているように、著作権者の
権利を不当に害する恐れが大きいと認められる場合には、例外的に自由利用が制限される。

2）　実在の景観中に存在しない物をメタバース空間内に構築した場合
　その物が創作された実在しない物である場合、メタバース中の物の表現について著作物性があると考えられる。
　その物自体は実在するが、実在の景観中には存在しない場合、その物自体に著作物性があれば、メタバース中の
その物についての著作物性があると考えられる。また、実在の物に著作物性がない場合であっても、その物をメタ
バース中の景観と組み合わせたことについての著作物性が生じる場合があると考えられる。

　（2）　架空の都市を創作した場合（アニメ的な再現）
　著作権法上の保護対象となる著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又
は音楽の範囲に属するもの」（著作権法 2 条 1 項 1 号）である。ここでいう「創作的」に表現したものといえるた
めには、作者の個性が表現されたものであれば足りると解されている。
　メタバース空間を形作る建物、アイテム、その他のあらゆる物はデジタル技術による 2D または 3D の CG モデ
ルとして表現されている。現実世界に存在する実用品をスキャンしてコンピューターソフトウェアの機能により自
動的に生成したような CG モデルは、サービス提供者の個性が表現されているとは言いがたいが、他方、現実世界
に存在する実用品をスキャンした CG モデルを素材としながらも、配置、アングル、色調その他の観点から様々な
表現の可能性があり得る中でサービス提供者独自の観点に基づく特定の選択が行われている場合には、これらの
CG モデルも「創作性」を備えているとして広く著作物として保護され得ると考えられる（24）。
　また架空の都市を創作したメタバース空間に存在する物のなかには、現実世界に存在する実用品を模した物や、
メタバース空間でコンテンツとして使用されることを目的として制作された物が存在する。我が国の裁判例では、
実用品のデザインは著作物として保護を受けにくい傾向にあるところ、現実世界で生産、販売等されることを想定
した自動車、椅子、時計等のデザインは応用美術に該当することから、著作物性は認められにくく、他方、メタ
バース空間でコンテンツとして使用されることを目的として制作された物は応用美術には該当しないことから、著
作物として保護されやすいことになると考えられる（25）。

　（3）　実在の都市をモチーフにアニメ的表現を組み合わせて再現した場合
　この場合も実在の観光地をすべてアニメ化してメタバース空間を生成した場合と、実在の観光地を動画撮影した
ものとアニメ化したものとを組み合わせてメタバース空間を生成した場合とについて考慮する。

1）　実在の観光地をすべてアニメ化してメタバース空間を生成した場合
　屋外に恒常的に設置されている建築物は創作性があれば著作物である。しかし、屋外に恒常的に設置されている
著作物、建築の著作物は、原則としてすべての方法で利用できるから（26）、アニメーターが実空間に出て、実在の
観光地にある物をアニメ化した場合、それらの著作物をアニメ化してメタバース空間上に配置することはできると
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考えられる。但し、彫刻、美術品などの複製物を販売することはメタバース空間内であるか否かにかかわらずでき
ない（27）。また、「句碑とか歌碑に刻まれている文芸作品や音楽作品あるいは屋外の場所に恒常的に設置されている
写真作品の利用は認められておりません」（28）ので、メタバース空間において、これらの文芸作品、音楽作品、写真
作品にフォーカスして表示されるようにアニメ化したり、音楽として出力したりすることは著作権侵害となり得
る。さらに、付随対象著作物等をアニメ化してメタバース空間に利用することは認められないものと解する。アニ
メ化する際に付随対象物を排除できる筈であり、付随対象物等は、「写真の撮影、録音、録画、放送その他これら
と同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為…を行う（29）」場合に適用されるもの
であるからである。
　第三者が実空間に出て、実在の観光地を撮影して得られた動画、静止画をもとに実在の観光地をアニメーターが
すべてアニメ化してメタバース空間内の物を生成した場合もアニメーターが実空間に出て、実在の観光地にある物
をアニメ化した場合と同様と考える。
　但し、実在の観光地を撮影して得られた動画、静止画をもとにコンピューターによって自動的にアニメ化した場
合においては、アニメ化したメタバース空間に含まれている付随対象の利用は認められるものと解する。通常の付
随対象物の利用と同様に付随対象物の著作権者に不利益を与えないからである。もっとも、メタバース空間におい
て、付随対象物の割合が軽微と認められない場合には、そのような利用は認められない。

2）　実在の観光地を撮影したものとアニメ化したものとを融合してメタバース空間を生成した場合
　実在の観光地を撮影したもの単独のメタバース空間の部分については上述の通りであり、アニメ化したメタバー
ス空間の部分については上述の通りである。

4.おわりに
　近年、注目度を高めるメタバースであるが、いざメタバース空間を使ってビジネスを始める場合、企業がやるべ
きことは空間設計だけではなく、利用規約の整備、決済システムの確立、ユーザーのプライバシー保護など、快適
なメタバース空間を提供するための下準備が必要である。そのためには、著作権法のほかにも、個人情報保護法、
消費者保護法、金融法、刑事法、国際私法など、さまざまな法分野から検討しなければならない。
　しかし、現時点では不明確な法的論点が多数存在しており、メタバースのより一層の発展や普及のためには、官
民一体となっての議論の継続、今後の新たな法制や裁判所の判断の集積によりルールが作り上げられることが期待
される。

以上
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